
対象となる主な検査（一部抜粋）

※詳しくは、令和８年４月に当局ＨＰに掲載する「オンライン消防検査実施マニュアル」をご覧ください。

検査員の指示に従い、申請・届出
者の携帯端末を操作して検査箇所
のライブ映像を撮影します。

各種申請・届出を行う際、原則と
して併せてオンライン検査の希望
を申し出ます。

検査終了後、その場で結果が伝
えられ、書類は後日手渡しまた
は送付されます。

令和８年度 オンライン消防検査がスタート！ ～消防の立合いが不要、スムーズな検査を実現～



※詳しくは、令和８年４月に当局ＨＰに掲載する「製造所等における非
防爆携帯型電子機器使用に係るガイドライン」をご参照ください。

お問い合わせ先
予防課（保安担当） ０４９－２２２－０７４４

通常は防爆構造の機器が必要な危険場所において、ICTを活用し、非防爆機器を安全に使用するための運用基準をま

とめたものです。可燃性蒸気の有無の確認、管理体制、緊急時の対応が柱となります。


